
加古川市福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、加古川市地域生活支援事業に関する要綱（平成 18 年９月 26 日

福祉部長決定）第３条第２項第１号の福祉ホーム事業（以下「事業」という。）を

行う法人に対して、予算の範囲内において市が交付する補助金に関し、加古川市補

助金等交付規則（昭和 61 年規則第 30 号）及び加古川市社会福祉法人の助成に関す

る条例（昭和 47 年条例第 12 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

 （補助金交付の対象） 

第２条 この補助金は、加古川市地域生活支援事業者（所）指定基準（平成 19 年５月

27 日福祉部長決定）に基づき、福祉ホームとして指定登録を受けて事業を実施する

法人に対して交付する。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定める事業の運営に必要な経費とす

る。 

 （補助額） 

第４条 補助金の額は、一の福祉ホームにつき別表により算定した額とする。 

 （交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする法人（以下「申請者」という。）は、加古川

市福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書に必要書類を添えて市長に申請しなけ

ればならない。 

２ 申請者は、補助金の交付の申請をする場合において、当該補助金に係る消費税等

仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入に係る消費税額として控除で

きる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）

があるときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならない。た



だし、申請時において、消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、こ

の限りではない。 

 （補助金交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当である

と認めたときは、加古川市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定通知書により当該

申請者に対し通知するものとする。 

２ 市長は、申請者が暴力団等（暴力団（加古川市における暴力団の排除の推進に関

する条例（平成 24 年条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）及び暴力団員（同条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）並びに

これらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者並びに暴力団員と生計を

一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）をいう。以下同じ。）であって、補助金を交付することにより暴力団を

利すると認めるときは、補助金の不交付決定をするものとする。 

 （変更等の承認申請） 

第７条 補助金の交付決定を受けた法人（以下「補助事業者」という。）は、補助事

業の内容、経費その他申請に関わる事項に変更が生じたとき又は事業の中止若しく

は廃止をしようとするときは、加古川市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定変更

申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に準じて決定を行い、

その旨を加古川市福祉ホーム事業運営費補助金交付決定変更通知書により、補助事

業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、加古川市福祉ホーム事業運営費

補助金実績報告書に必要書類を添えて市長が定める日までに報告しなければなら

ない。 

 （補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による報告があったときは、内容を審査し、補助金の交

付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助



金の額を確定し、加古川市福祉ホーム事業運営費補助金確定通知書により補助事

業者に通知するものとする。ただし、確定した補助金の額が、第６条第１項の規

定により交付の決定をした補助金の額（第７条第２項の規定により補助金の額の

変更を決定したときは、当該変更後の額）と同額であるときは、当該通知を省略

することができる。 

 （補助金の交付） 

第 10 条 市長は、前条の規定により補助金の額の確定を行ったのち、補助金を交付す

るものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすること

ができる。 

３ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、加古川市福祉ホーム事業

運営費補助金請求書により市長に請求するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第 11 条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(３) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

(４) 暴力団等であって、暴力団を利すると認められる補助金の交付の決定又は交付

を受けたとき。 

(５) その他この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を加古川市福祉ホーム事業

運営費補助金交付決定取消通知書により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第 12 条 市長は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部

分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から 15 日以内

の期限を定めて、加古川市福祉ホーム事業運営費補助金返還通知書により、その返

還を命ずるものとする。 



２ 市長は、第９条の額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金

が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から 15 日以内の期限を定めて、

前項の通知書により、その返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前２項の期限を延長すること

ができる。 

４ 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助

金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、速やかに消費税等仕入控除税額

報告書により市長に報告しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による報告があった場合において、確定した消費税等仕入控

除税額が当該補助金等の交付の申請時に減額した消費税等仕入控除税額を超える

ときは、消費税等仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じなければならない。 

６ 補助事業者は、前項の規定により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の返還

を命ぜられたときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額の全額又は一部を市

に返還しなければならない。 

 （帳簿の備付） 

第 13 条 補助事業者は、補助金に係る事業の収支を明らかにした帳簿を備え、収支に

ついての証拠書類を整理し、事業完了後５年間保存しなければならない。 

 （報告又は調査） 

第 14 条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は当該職

員に調査を行わせることができる。 

 （様式） 

第 15 条 申請書、その他書類の様式は別に定める。 

 （補則） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



（失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

  



別表（第３条、第４条関係） 

１ 次の基準額と対象経費のいずれか少ない額 

区 分 基 準 額（１か所あたり） 対 象 経 費 

知的障害者

福祉ホーム 

年額 2,687,160 円÷12 月×市内利用者延べ

月数/定員 

以下に掲げる対象経費

の実支出額×市内利用

者延べ月数/定員 

 

（対象経費） 

・管理人等の人件費 

・運営に係る役務費、

その他需用費等 

・維持管理に係る委託

料 

２ 備考 

 (1) 市内利用者とは、当該福祉ホーム入居前（継続して２以上の施設等に入所し

ていた者については、最初に入所した施設等をいう。）に加古川市に住所を有し

ていた者をいう。 

 (2) 市内利用者延べ月数は、当該年度における各月１日付けでの入居者の合計月

数とする。 

 (3) 端数処理は千円未満切捨てとする。 

 


